
 

 

 

 

就労支援ときぞう（就労継続支援事業Ａ型事業） 

          

 重要事項説明書 

 

「就労支援ときぞう」では、ご利用を通じて、働くことの大切さや人と関わること、協力していくことの

大切さを身につけていただけるよう支援してまいります。記載内容をご理解の上、ご利用頂きますよう、

よろしくお願いいたします。 
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 本書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法

７６条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上の注意事項を

説明するものです。 



 

 

 

１．経営法人 

名 称 社会福祉法人 博愛会 

所在地 鳥取県米子市一部 555 

電話番号 0859-37-1100 

代表者氏名 理事長 安田 明文 

設立年月 平成 11年 1月 22日 

 

２．事業所 

開設年月日 平成２９年４月１日 

提供福祉サービス 就労継続支援Ａ型事業 

施設名称 就労支援ときぞう 

施設の所在地 鳥取県米子市一部 379-3 

電話番号 0859-21-0213 

ＦＡＸ番号 0859-21-0239 

管理者 渡邊 一江 

法人理念 利用者・家族・地域に「笑顔と安心」の輪を広げます。 

利用定員 １０名 

事業の実施地域 米子市・境港市・日吉津村・南部町・伯耆町・大山町 

営 業 日 各月の日数－８日【ただし、管理者が定める日を除く】 

営業時間 午前８時 30分～午後 17時 30分 

サービス提供日 各月の日数－８日【ただし、管理者が定める日を除く】 

サービス提供時間 午前 9時 30分～午後 15時 30分 

 

３．サービスの概要 

（１）生産活動 

・ 主に清掃作業・あん摩・マッサージ業 

・ 当事業所では施設外就労を行います。 

（２）食事  

・ 食事時間 昼食 １２：００～１２：４０（作業状況によって変更あり） 

・ ご利用者の身体状況や嗜好に配慮した食事を提供します。 

・ 適切な食事量や栄養バランスに配慮します。 

（３）生活支援 

・ 支援の必要とされる方に行います。 

（４）就労支援 

ご希望があれば、適性にあった職場に就労・定着を図ることを支援します。その内容は、以下のとおり  

です。 

・ ハローワークを通した求職活動を行います。 

・ 企業等での実習を行うための連絡・調整を行います。 

・ 就労後の職場定着のための支援を行います。 



 

 

（５）給料 

・ 鳥取県最低賃金１時間（９５７円）をお支払いいたします。（２０２４年１０月５日現在） 

・ 給料は、翌月の２５日に銀行振り込みで、お支払いします。 

＊山陰合同銀行の通帳をご準備ください。 

・ その他については、労働条件通知書にてお知らせいたします。 

 

４．職員の配置 

職員の職種  業 務 内 容 

管 理 者 

 

１名 ① 職員の業務実施状況の把握、その他の管理 

② 職員に対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令

を行います 

サービス管理責任者 １名 ① 個々のご利用者へのアセスメント、個別支援計画の作

成、継続的な評価を行い、サービス内容と実施の手順に

係る管理を行います 

② 他の関連機関との連絡・調整を行います 

職業支援員 ２名 日々の支援（個別支援計画に基づいて）行います 

生活支援員 ２名 日々の支援（個別支援計画に基づいて）行います 

嘱託医師 １名 必要があれば、連絡・相談等を行います。 

 当事業所では、利用者に対して指定就労支援サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置してい

ます。 

  ≪主な職種の勤務体制≫ 

職   種 勤 務 体 制 

１．管理者 ８：３０～１７：３０ 

２．サービス管理責任者 ８：３０～１７：３０ 

３．就労支援員 ８：３０～１７：３０ 

４．生活支援員 ８：３０～１７：３０ 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始  

  ハローワークを経て面接を行い採用が決定してから、正式な利用申請、申込手続き（契約）を 

していただきます。 

（２）試用期間 

就労継続支援Ａ型の利用については、継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、及びサービス利用

が適切かどうかの客観的な判断を行うために事業所は２ヶ月の試用期間を定めるものとします。 

（３）サービスの終了  

 ①ご利用者の都合でサービスを終了される場合、サービス終了の２週間前までにお申し出ください。ただし 

ご利用者の病変、急な入院などやむを得ない理由がある場合は、１週間以内にサービスを終了できます。 

 ②その他契約書に記載してある状況の場合 



（４）ご利用上の注意事項 

  当事業所の、施設や設備をご利用いただくときは、以下の点にご注意ください。 

 ・博愛苑マスターキー、個人ロッカーの鍵は、ご利用者で管理してください。なお、紛失した場合は、実費を

いただきます。 

 ・不明な点は、職員にお尋ねください。 

（５） ご利用者の記録や情報の管理、開示について 

  当事業者は、関係法令に基づいて、ご利用者の記録や情報を適切に管理し、また、ご利用者の求めに応じて、

その内容を開示します。（開示に必要な複写料などの諸費用は、ご利用者の負担となります。） 

◇ 閲覧・複写ができる時間 午前９：３０～午後３：３０ 

６．利用料金 

  上記サービスの利用に対しては、通常次の料金表の総費用額の 1割の額（小数点以下切捨て）が利用者負担

額となり、残りの９割が訓練等給付等の給付対象となります。事業者が訓練等給付等を代理受領する場合には、

利用者負担分としてサービス料金の１割を事業者にお支払いいただきます。 

なお、低所得者等は月額負担額が軽減されます。 

食事等に係る自己負担金は、以下のとおりです。   

内   容 自立支援給付費対象外サービス料金表によります 

食事 

食事提供加算該当の方 

食事提供加算非該当の

方 

 

１１０円 

４５０円 

給食料金・内容変更に伴い、変動すること

があります。 

その他 

① 文書送付代金    

② コピー（白黒） 

③ コピー（カラー） 

 

切手代 

１０円 

５０円 

 

 

１枚 

１枚 

※その他は、自立支援給付費の支給対象とならないため、ご利用の際は、ご利用者に別途料金をご負担 

いただきます。 

 

支払方法 

毎月１５日頃に請求書をお渡ししますので、翌月２５日までにお支払いください。 

    利用料金の支払い方法 

支払い方法 １.指定口座への振込み 

山陰合同銀行 日野橋支店 普通預金 

口座番号  ３６８３３５８ 

口座名義  ときぞう 理事長 安田 明文 

２.金融機関口座からの口座振替 

※振込手数料は、ご利用者負担となります。 

 

７．サービスの利用に関する留意事項 

（１）利用の際に留意いただく留意事項 

①  事業所内での政治的、宗教活動は、禁止します。 

②  事業者やその利用者に対して故意に損害を与えることは、いかなる場合も認めません。 

③  物品、金銭の賃借は禁止します。 



 

 （２）受給者証の確認 

   サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させて

いただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。 

 

 ８．協力医療機関 

   なかむら医院 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１０８６ 

          TEL ０８５９－６８－２１２３ 

 

  ９．事故発生時の対応方法 

サービスの提供により事故が発生した場合は、関係行政機関、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じます。 

米子市 

担当部・課名 福祉保健部障がい者支援課 

電話番号 ０８５９－２３－５１５３ 

町村 

担当部・課名 お住いの町村役場の関係部署 

電話番号  

鳥取県 

担当部・課名 福祉部 障がい福祉課 

電話番号 ０８５７－２６－７１９３ 

 

利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

保険加入 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

  保険会社名：株式会社損害保険ジャパン 

  保険名：社会福祉施設総合損害補償  

 

 １０．虐待防止について 

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対

する支援等に関する法律（平成 23年 6 月 24/月法律第 79 号）及び「障がい者（児）施設における虐待の防

止について」（平成 17年 10月 20日障発第 1020001号厚生労働省社会援護局障がい保健福祉部長通知）に準

じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 虐待防止に関する担当者 管理者 渡邊一江 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤下記にも申し出ることはできます。 

氏 名 電話 



米子市障がい者虐待防止センター 

（米子市障がい者支援課）  

TEL ０８５９－２３－５５４５ 

 FAX ０８５９－２３－５３９３ 

大山町障がい者虐待防止センター 

（大山町総合福祉課） 

TEL ０８５９－５４－５２０７ 

 FAX ０８５９－５４－５０８７ 

伯耆町障がい者虐待防止センター 

（伯耆町福祉課） 

TEL ０８５９－６８－５５３４ 

 FAX ０８５９－６８－３１１１ 

日南町障がい者虐待防止センター 

（日南町福祉保健課） 

TEL ０８５９－８２－０３７４ 

FAX ０８５９－８２－１０２７ 

 

 １１．非常時の対策 

非常時の対応  事業所は、非常災害に関する具体的計画により非常災害時の関係機関へ

の通報及び連絡体制を整備しそれらを定期的に職員に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。  

避難訓練  利用者も参加の上、年２回実施します。  

 

 １２．秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びその家

族に関する秘密の保

持について 

 

 事業者は、利用者及び家族等の個人情報について「個人情報の保護に関

する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉関係事業者における個人情

報の適正な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに

努めるものとします。 

○事業者及び事業者の使用する者（以下「職員」という。）は、サービス

提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由な

く、第三者に漏らしません。 

○また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

おいても継続します。 

○事業者は、職員に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、職員である期間及び職員でなくなった後においても、その秘

密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保護に

ついて 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利

用者等の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報につ

いても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用

者の家族の個人情報を提供しません。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物

（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理

者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止す

るものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を

開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求め

られた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内



で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場

合は利用者の負担となります。) 

 

１３．緊急時の対応方法 

 サービスの提供中にご利用者の容態に変化などがあった場合は、主治医、救急隊、家族などへ連絡いたしま

す。ただし、緊急の場合は、事前に連絡できない場合もあります。 

 

１４．苦情解決体制 

  サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記

録等の情報開示の請求は下記の専用窓口で受け付けます。 

・当事業所における苦情の窓口は、西村佳哉乃です。 

・当事業所の苦情解決責任者は、管理者の渡邊一江です。 

・下記にも申し出ることはできます。 

氏 名 電話 

米子市障がい者支援課  TEL ０８５９－２３－５５４５ 

 FAX ０８５９－２３－５３９３ 

大山町総合福祉課 TEL ０８５９－５４－５２０７ 

 FAX ０８５９－５４－５０８７ 

伯耆町福祉課 TEL ０８５９－６８－５５３４ 

 FAX ０８５９－６８－３１１１ 

日南町福祉保健課 TEL ０８５９－８２－０３７４ 

FAX ０８５９－８２－１０２７ 

鳥取県福祉サービス運営適正化委員会 TEL ０８５７－５９－６３４４ 

FAX ０８５７－５９－６３４５ 

 

１５．心身の状態の把握 

サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状態、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めます。 

 

１６．連絡調整に対する協力 

 事業者は、サービスの利用について市町村又は利用者相談支援事業者が行う連絡調整にできる限り協力しま

す。 

 

１７．他の指定通所支援事業者等との連携 

サービスの提供に当り鳥取県、市町村、障がい福祉サービスを行う者その他保健医療サービス又は福祉サー

ビスの提供者と密接な連携に努めます。 

 

１８．サービス提供の記録 

（１）障害児通所支援の提供ごとに、サービスの提供日、内容、利用者負担額等をサービス提供実績記録票に

記録し、保護者の確認を受けます。 

（２）これらの記録は、サービス完結の日から５年間、保存します。 



（３）利用者又は保護者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求する

ことができます。 

この場合、複写に係る費用は、利用者負担となります。ただし、個別支援計画書の交付については、無料です。 

複写料：１枚１０円（Ａ４、モノクロのみ） 

 

 

  年  月  日 

 

 

福祉サービスの提供にあたり、利用者に対して「就労支援ときぞう重要事項説明書」に 

基づいて重要な事項を説明しました。 

 

事業所  所在地  米子市一部３７９－３        

     名 称  就労支援ときぞう  

      

説明者  氏 名             印   

 

私は、「ときぞう重要事項説明書」により、事業所からサービスについての 

重要事項の説明を受けました。 

 

 

（利用者） 住 所                

      氏 名             印  

 

        （＊必要に応じて＊） 

（代理人） 住 所                

      氏 名             印  

 

 


